
52 

 

資料編 

 

第 1 節 公害防止協定締結事業所 

1．協定締結事業所一覧 

 

●表 七尾市における公害防止（環境保全）協定の締結状況 

№ 締結年月日 締結の相手方 備      考 

1 昭和 50.9.20 北陸乳業㈱ 
平成 23 年 4 月 1 日廃止（他社との
事業統合に伴い事業所を廃止） 

2 昭和 56.2.23 七尾鹿島広域圏事務組合  

3 昭和 56.5.26 林ベニヤ産業㈱  

4 平成 2.11.14 七尾リゾート㈱  

5 平成 2.12.18 北陸電力株式会社 
基本協定、細目協定、工事中の細
目協定 

6 平成 14.7.5 ㈱山口  

7 平成 14.10.22 ㈱家村商店  

8 平成 15.7.8 ㈱徳田設備  

9 平成 15.7.28 ㈱徳政組  

10 平成 17.5.12 (独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構  

11 平成 17.7.29 液化ガスターミナル㈱  

12 平成 18.9.20 液化ガスターミナル㈱  

13 平成 19.3.22 ㈱クリーン能登  

 

2．七尾市における公害苦情処理件数 

 

●表 過去５年間の公害苦情処理件数(石川県報告分) 

項目 

年度 
大気 水質 土壌 騒音 振動 

地盤 

沈下 
悪臭 

産業 

廃棄物 
その他 合計 

平成 20 年度 17 2 0 0 1 0 5 2 38 65 

平成 21 年度 6 4 0 1 0 0 2 0 29 42 

平成 22 年度 4 1 0 0 0 0 3 0 56 64 

平成 23 年度 5 9 0 1 1 0 12 0 19 47 

平成 24 年度 3 1 0 1 1 0 3 0 22 31 

※不法投棄はその他項目に含む 
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3．協定にかかる報告 

 

(1)北陸電力株式会社七尾大田火力発電所 

七尾大田火力発電所からは協定を上まわる報告はありませんでした。 

 

●表 北陸電力株式会社七尾大田火力発電所との協定による報告書 

測定項目 測定頻度 測定場所 単位 
協定値 測定結果の最大値 

1号機 2号機 1号機 2号機 

大気汚染 

物質 

硫黄酸化物 

自動連続測定 

煙道 

ppm 80 50 64 42 

m3Ｎ/h 128 109 94.0 89.5 

窒素酸化物 
ppm 60 45 45 36 

m3Ｎ/h 100 101 72.4 86.4 

ばいじん 2カ月に1回 
mg/m3Ｎ 30 10 5.4 8.5 

kg/h 50 23 8.33 19.2 

消費石炭 
硫黄分 

月1回 － 
％ 1 1 0.60 0.54 

窒素分 ％ 1.8 1.8 1.76 1.70 

騒音 

朝 

年4回 敷地境界（5地点） 

dB(A) 65 48 

昼間 dB(A) 70 53 

夕 dB(A) 65 61 

夜間 dB(A) 60 49 

振動 
昼間 dB 65 31 

夜間 dB 60 ND 

悪臭 アンモニア 年2回 敷地境界（3地点） ppm 1 0.1 

一般排水 

水素イオン濃度 自動連続測定 

総合排水処理装置出口 

― 5.8～8.6 5.8～8.6 6.4～7.8 6.6～8.1 

浮遊物質量 

月1回 

mg/L 20 15 2.0 1.0 

化学的酸素要求量 mg/L 12 10 5.2 8.8 

ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量 mg/L 2 1 <0.5 <0.5 

フッ素含有量 mg/L 15 15 9.0 8.0 

生物化学的酸素要求量 年4回 生活排水処理装置出口 mg/L 20 9.6 

灰捨場余水 
水素イオン濃度 自動連続測定 

余水処理槽の出口 
― 5～9 6.8～8.6 

浮遊物質量 月1回 mg/L 20 12 

温排水 温度差 自動連続測定 取水口及び放水口 ℃ 7 7 6.9 6.9 

 

(2)林ベニヤ産業株式会社 

協定を上まわる報告はありませんでした。 

●表 林ベニヤ産業株式会社との協定によるばいじん濃度報告書 単位：g/m3N 

数値 1 号機 4 号機 5 号機 

協定値 0.40 0.40 0.30 

報告最大値 0.29 0.22 0.29 
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第 2 節 環境審議会 

環境審議会（かんきょうしんぎかい）とは、地方自治体の附属機関の一つです。 

環境基本法（平成 5 年法律第 91 号）第 43 条（都道府県の審議会）、第 44 条（市町村の審議会）に

よって、都道府県には必ず設置しなければならないこと、市町村の設置は任意であることが規定され

ています。 

七尾市では、七尾市環境基本条例（平成 18 年 3 月 29 日制定）第 26 条により、設置することを定

め、七尾市の環境保全に関する重要な事項や七尾市環境基本計画に関する事項の調査審議をし、市長

の諮問に応じ意見の答申を受けるため、環境の保全に関し、学識経験のある者を含む者で構成される

審議会です。 

●表 環境審議会委員名簿 

区分 氏名 備考 

1 号 

委 員 

堀 逸朗 七尾市文化財保護審議会 

時国 公政 ㈶日本鳥類保護連盟石川県支部 

鳥木 茂 七尾市野生動植物生息等調査委員会 

藤原 智城 七尾市学校教育研究会理科部会 

2 号 

委 員 

田辺 国和 公募委員 

北野 秀弘 公募委員 

3 号 

委 員 

高瀬 喜美枝 能登わかば農業協同組合 

石垣 康弘 石川県漁業協同組合ななか支所 

堀岡 敏幸 七尾市快適環境づくり市民委員会 

森山 奈美 御祓川浄化研究会 

今井 富夫 七尾商工会議所 

加地 洋子 能登鹿北商工会 

小林 義弘 七尾市町会連合会 

山下 幸子 七尾市各種女性連絡協議会 

正木 みどり 七尾市女性団体協議会 

坂井 節子 七尾生活学校 

4 号 

委 員 

南 陸男 石川県能登中部保健所 

谷内 博史 七尾市市民生活部市民男女協働課（まちづくり関係） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発刊：編集 七尾市市民生活部環境課 


